
工事関係車両駐車場や工事エリア内で、確保してください。

回　　　　答

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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3

4

1

既設の吸収式冷温水発生機は、川重冷熱工業株式会社製、型式GMH-
60Hの３台連結型です。

ガス設備撤去について
冷温水機撤去に伴うガス撤去が、参考数量書P250の空調設備
改修共用部　撤去工事に明細がありますが、AC-45のガス配
管閉栓以降の配管撤去図が見当たりません。メーター取外等
撤去図面のご提示をお願いします。

空調機器撤去について
AC-36に空調機器撤去ﾘｽﾄがありますが、吸収液やフロン回収
が必要です。既設機器メーカーをご教示ください。

厨房内のスプリンクラーヘッドの脱着数は１２箇所です。

別添のとおり資料を提示します。

AC-04.A-10　1階(内外)
工事用資材(型枠、鉄筋、脚立、足場板、など）置き場が配置図
などに記載がありませんが、場内に置きスペースは確保できま
すでしょうか。

スプリンクラー設備について
AC-30　スプリンクラー設備　B1階平面図（撤去・改修）におい
て参考数量書には廊下部分の数量が記載されていますが、厨
房内天井撤去改修時（A-101図）のSPヘッドの脱着は必要にな
ると思われますが、ご指示ください。

質疑事項

質疑・回答書
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A-109　1階(外)
東側④ﾄﾞﾗｲｴﾘｱの周囲に上記のような仮設囲いがありません
が、転落防止を含めた仮設設備は不要と考えてよろしいでしょ
うか。また、必要でありましたら必要設備、形状、寸法をご指示
ください。

ドライエリア周囲を、図面番号A-10の参考図と同様のガードフェンスで
囲ってください。

8

A-109　2階3階
②の2階、3階に各室外機基礎の新設がありますが解体材、型
枠材、鉄筋材の揚重は建物ＥVの使用は可能でしょうか。また、
東側階段の身となりますでしょうか。

図面番号A-11に記載のとおり、エレベーターは使用できるものとし、そ
の際はカゴ内の養生を行ってください。

5
AC-04.A-10　1階(内外)
工事用電気、用水は有償とありましたが、2次側の設備(漏電ﾌﾞ
ﾚｰｶｰ付き差込コンセント含む）は不要としますか。

電気設備技術基準や内線規程等に準じてください。

6

A-109　1階(外)
西面の③屋外基礎新設部の周囲には仮設のガードフェンスが
配置されていますがA-10図の仮囲い参考図のH1800同等でよ
ろしいでしょうか。

図面番号A-10の参考図と同等とします。

質疑・回答書
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A-109　2階3階
②の基礎コンクリート打設工法は参考明細に人力打設とありま
した。　　2階屋上、3階屋上までの建物内の搬入ルートと打設
にかかる時間と品質確保から考えてポンプ圧送、もしくはレッ
カーのホッパーの揚重による打設は可能と考えてよろしいで
しょうか

コンクリート打設方法については、現場打合せによるものとします。

12

A-109　2階3階
②の室外機基礎の既設防水保護の床面コンクリート撤去から
打設及び防水の補修までの期間において仮設の養生はブルー
シートの覆い養生でよろしいでしょうか。

「公共建築改修工事標準仕様書3.1.3」に基づき、漏水のないようブルー
シート等で養生を行ってください。

9

A-109　2階3階
②の2の3階の室外機設置場所での作業では有人スペースを
通過しての必要がありますが、平日作業は可能でしょうか。ま
た、休館日、日曜、祝日の制限がありますでしょうか。

休館日の土曜日、日曜日及び祝日の作業とします。

10

A-109　2階3階
②のコンクリート打設については上記の制限がある場合、土曜
日割り増し費、休日割り増し費がそれぞれ発生しますが、平日
打設限定と考えればよろしいでしょうか。

休館日の土曜日、日曜日及び祝日の作業とします。
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A-10　1回(内外)
産廃置き場が配置図などに記載がありませんが、場内外に置
きスペースは確保できますでしょうか。

工事関係車両駐車場や工事エリア内に設置してください。

16
A-11　特記事項
こども園の休園日、有人エリアの休館日とありますが、各々の
日程、もしくは曜日をご教示お願いします。

図面番号A-11に記載のとおり、こども園の休園日は日曜日と祝日で
す。
２階の有人エリアの休館日は、日曜日と祝日です。
３階の有人エリアの休館日は、土曜日と日曜日及び祝日です。

13
A-110　2階3階
②の撤去面の床面保護コンクリートの厚みが記載されていませ
んが、厚み100㎜程度としてよろしいでしょうか。

保護コンクリート厚は90ｍｍです。

14

A-07　追記特記仕様書
コンクリートの残ったコンクリートの処理のノッチタンクとありま
すが、それの排水できる側溝付近などに設置スペースは確保
できますでしょうか。

工事関係車両駐車場や工事エリア内に設置してください。
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A-11、12　仮設計画図　凡例
東階段室及び4階廊下の範囲にて養生範囲がありますが、この
養生は工事期間中、通期で設置するものでしょうか。また、脱
着が必要な場合はどのような場合でしょうか。脱着必要回数が
あればご教示ください。

工事期間中、通期の設置とします。

20

A-11、13　仮設計画図
各階に工事用消火器が計画されていますが、4階、5階には配
置されていませんが、仮設消火器の設置が無しの確認でよろし
いでしょうか。

４階、５階に仮設消火器は不要です。

17
A-11　特記事項
エレベーターを使用する際の養生は2ミリ程度のプラベニヤ程
度でよろしいでしょうか。

エレベーターかご内の内装を保護できるもので、養生してください。

18

A-11　特記事項
エレベーターの養生は工事期間中、通期で設置としてよろしい
でしょうか。工事期間内に脱着が必要でしょうか。また、脱着が
必要な場合はどのような場合でしょうか。脱着必要回数があれ
ばご教示ください。

工事期間中、通期の設置とします。
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